
※不当要求行為等への対応の流れ 
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豊橋警察署と連絡を密にし、必要に応じ顧問弁護士相談 

事案の発生、報告書作成（対応職員） 

事   案   の   蓄   積 

対策責任者（課長等）へ提出（対応職員） 

所管部局長への報告、「公益通報者の保護及び不当要求行為等の

防止に関する委員会」への通知の要否の決定（対策責任者） 

通知するときは、面談

記録等を添付 
通知しない場合、所管

部局で対応 

対応方針・事後措置の協議・決定（委員会） 

逐次報告 
[結果報告含む。] 委員会の報告に基づく措置（市長） 

所管課で対応策を実施（対策責任者） 

結果報告（途中経過含む。） 

 


